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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第71期

第3四半期連結
累計期間

第72期
第3四半期連結

累計期間
第71期

会計期間
自2018年 4月 1日
至2018年12月31日

自2019年 4月 1日
至2019年12月31日

自2018年 4月 1日
至2019年 3月31日

売上高 （百万円） 4,212 5,030 5,915

経常利益 （百万円） 31 184 101

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 23 151 92

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） △68 154 9

純資産額 （百万円） 5,281 5,423 5,348

総資産額 （百万円） 7,872 8,190 7,929

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 6.05 39.80 23.67

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － - -

自己資本比率 （％） 67.1 66.2 67.5

 

回次
第71期

第3四半期連結
会計期間

第72期
第3四半期連結

会計期間

会計期間
自2018年10月 1日
至2018年12月31日

自2019年10月 1日
至2019年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 15.87 △6.79

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）経営成績等の状況の概要

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調が続いたものの、自動車関連の落ち込み

などから設備投資の減速や消費増税に伴う個人消費の落ち込みなど景気後退感が強まりました。また、海外にお

いては米中貿易摩擦問題の長期化による中国経済の減速懸念や英国のEU離脱問題等、先行きは依然として不透明

な状況が続いております。

　このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、5,030百万円と前年同期に比較して817百万円

(前年同期比19.4％増）の増加となりました。セグメントごとでは、自動車部品製造事業が四輪部品等の減少に

より2,962百万円、工作機械製造事業が専用機等の増加により2,067百万円となりました。

　利益面につきましては、営業利益は、工作機械製造事業の売上の増加等が主な要因となり121百万円（前年同

期は営業損失15百万円）となりました。経常利益は、営業利益と同様の理由により184百万円（前年同期比

479.9％増）となりました。その結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は151百万円(前年同期比538.6％増）

となりました。

 

（2）財政状態の状況

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金が増加したこと等により、前連結会計年度末に

比べ261百万円増加し、8,190百万円となりました。

　負債につきましては、長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ187百万円増加し、2,767

百万円となりました。

　純資産につきましては、利益剰余金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ74百万円増加し、

5,423百万円となりました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

（4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、25百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2019年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,000,000 4,000,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 4,000,000 4,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金
増減額

（千円）

資本金
残高

（千円）

資本準備金
増減額

（千円）

資本準備金
残高

（千円）

　2019年10月１日～

　2019年12月31日
― 4,000,000 ― 100,000 ― 126,263

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2019年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

    2019年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 194,600 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,804,800 38,048 －

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数  4,000,000 － －

総株主の議決権  － 38,048 －

（注）「単元未満株式」には当社所有の自己株式37株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2019年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社桜井製作所 浜松市東区半田町720 194,600 - 194,600 4.87

計 － 194,600 - 194,600 4.87

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019

年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 533,542 1,226,566

受取手形及び売掛金 1,084,134 625,387

電子記録債権 61,106 87,541

製品 73,416 18,631

仕掛品 736,099 357,128

原材料及び貯蔵品 114,372 59,398

その他 107,610 47,664

貸倒引当金 △1,002 △498

流動資産合計 2,709,280 2,421,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,036,574 1,041,947

機械装置及び運搬具（純額） 1,815,711 2,499,085

土地 673,495 719,982

建設仮勘定 309,167 56,405

その他（純額） 151,314 169,447

有形固定資産合計 3,986,263 4,486,867

無形固定資産 48,562 56,931

投資その他の資産 1,184,976 1,225,332

固定資産合計 5,219,802 5,769,131

資産合計 7,929,083 8,190,954

負債の部   

流動負債   

買掛金 503,333 272,678

短期借入金 370,000 391,632

1年内返済予定の長期借入金 131,118 187,500

未払法人税等 468 32,301

賞与引当金 52,819 -

役員賞与引当金 5,000 11,250

その他 377,680 441,366

流動負債合計 1,440,420 1,336,727

固定負債   

長期借入金 560,067 839,029

役員退職慰労引当金 9,368 9,368

退職給付に係る負債 251,625 258,024

資産除去債務 59,259 58,214

その他 259,438 265,915

固定負債合計 1,139,759 1,430,552

負債合計 2,580,179 2,767,280
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 126,263 126,263

利益剰余金 5,179,820 5,273,900

自己株式 △84,634 △106,534

株主資本合計 5,321,449 5,393,629

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153,144 166,001

繰延ヘッジ損益 △1,140 △1,736

為替換算調整勘定 △124,550 △134,221

その他の包括利益累計額合計 27,454 30,043

純資産合計 5,348,903 5,423,673

負債純資産合計 7,929,083 8,190,954
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

売上高 4,212,499 5,030,118

売上原価 3,680,761 4,425,706

売上総利益 531,738 604,411

販売費及び一般管理費 546,831 482,650

営業利益又は営業損失（△） △15,093 121,760

営業外収益   

受取利息 305 235

受取配当金 12,078 13,074

受取賃貸料 36,319 37,194

売電収入 21,983 20,891

雑収入 14,962 19,027

営業外収益合計 85,649 90,423

営業外費用   

支払利息 9,542 5,401

賃貸収入原価 9,898 11,858

為替差損 8,964 922

売電費用 10,237 9,029

雑損失 127 634

営業外費用合計 38,770 27,846

経常利益 31,785 184,337

特別利益   

固定資産売却益 319 606

特別利益合計 319 606

特別損失   

固定資産廃棄損 137 0

特別損失合計 137 0

税金等調整前四半期純利益 31,967 184,943

法人税、住民税及び事業税 △4,108 34,648

法人税等調整額 12,305 △1,506

法人税等合計 8,197 33,142

四半期純利益 23,770 151,801

親会社株主に帰属する四半期純利益 23,770 151,801
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間

(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

四半期純利益 23,770 151,801

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △86,469 12,857

繰延ヘッジ損益 △1,461 △596

為替換算調整勘定 △4,141 △9,671

その他の包括利益合計 △92,072 2,589

四半期包括利益 △68,301 154,391

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △68,301 154,391
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（IFRS第16号「リース」の適用）

　国際財務報告基準（IFRS）を適用している在外連結子会社において、第１四半期連結会計期間の期首からIFRS

第16号「リース」を適用し、借手の会計処理として原則すべてのリースについて四半期連結貸借対照表に資産及

び負債を計上しております。

　当該会計基準の適用にあたり、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累積的影響額を適用

開始日に認識する方法を採用しております。

　なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　　　該当事項はありません。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

　　期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

減価償却費 441,704千円 564,112千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日　至2018年12月31日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月27日

定時株主総会
普通株式 59,405 15 2018年３月31日 2018年６月28日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力日が当第３四半期連結会計期間末後

となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日　至2019年12月31日）

配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月26日

定時株主総会
普通株式 57,720 15 2019年３月31日 2019年６月27日 利益剰余金

 

（２）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力日が当第３四半期連結会計期間末後

となるもの

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社　桜井製作所(E01644)

四半期報告書

11/15



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自2018年４月１日 至2018年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

（注） 
自動車部品製造

事業
工作機械製造

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 3,185,372 1,027,126 4,212,499 - 4,212,499

セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,571 57,950 60,522 △60,522 -

計 3,187,944 1,085,076 4,273,021 △60,522 4,212,499

セグメント利益又は損失　

（△）
124,034 △139,127 △15,093 - △15,093

（注）セグメント利益又は損失と四半期連結損益計算書の営業損失に差異はありません。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自2019年４月１日 至2019年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額

（注） 
自動車部品製造

事業
工作機械製造

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 2,962,945 2,067,172 5,030,118 - 5,030,118

セグメント間の内部売上高

又は振替高
610 5,140 5,750 △5,750 -

計 2,963,555 2,072,312 5,035,868 △5,750 5,030,118

セグメント利益又は損失　

（△）
△21,156 142,916 121,760 - 121,760

（注）セグメント利益又は損失と四半期連結損益計算書の営業利益に差異はありません。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額（千円） 6円05銭 39円80銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
23,770 151,801

普通株主に帰属しない金額（千円） - -

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
23,770 151,801

普通株式の期中平均株式数（株） 3,925,459 3,813,169

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2020年２月10日

株式会社桜井製作所

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 加藤　浩幸

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 大橋　敦司

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社桜井製

作所の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2019年10月１日から2019年12

月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すな

わち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを

行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社桜井製作所及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２.ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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